
月次運用レポート（販売用資料）

設定日：
決算日： 毎月10日（休業日の場合は翌営業日）

信託期間： 無期限

 基準価額・純資産総額の推移/ファンドの運⽤状況

期間別騰落率 ＜ご参考＞為替騰落率
基準価額
前月末比

純資産総額
前月末比

 分配の推移（1万⼝当たり、税引前）直近12期分

12.2%28.2%

作成基準日：　2025年5月30日

2025年5月30日現在

20 円

決算期
第256期 第257期 第258期 第259期

2024/6/10 2024/7/10

21.2%

6ヵ月
1年

3年

ファンド
設定来

設定来

第261期 第262期

2024/10/10 2024/11/11 2024/12/10

第260期

20 円

第266期 第267期
設定来累計

20 円20 円

2025/4/10 2025/5/122025/1/10 2025/2/10 2025/3/10

分配金 20 円 20 円 20 円

決算期
第263期 第264期 第265期

2003年1月30日

8,019 円
+146 円

176.4 億円
+2.4 億円

2024/8/13 2024/9/10

1年

193.0%

3年

0.9%1ヵ月

3ヵ月
6ヵ月
3ヵ月

1ヵ月

分配金 20 円 8,893 円20 円 20 円 20 円 20 円

 -3.7%
 -3.2%
 -2.3%  -8.2%

ファンド 米ドル（対円）

 -3.9%
 -4.6%

2.1%

イーストスプリング

米国高利回り社債オープン

追加型投信／海外／債券
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純資産総額(億円:右軸)
基準価額(円:左軸)
基準価額(分配金再投資)(円:左軸)

※基準価額は、信託報酬（後掲の「ファンドの費用」をご参照ください）控除後の数値です。
※基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再投資したものとして計算しています。
※ファンドの期間別騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。
※為替レートの期間別騰落率は、一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成（参考データ）。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。

また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

英国プルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開している
プルデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の子会社であるプルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。

※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
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月次運用レポート（販売用資料）

 マザーファンドの運⽤状況

0.8%

9.500%

4.875%

5.875%

5.500%

比率

2.1%

1.4%

1.1%

1.1%

0.9%

0.9%

0.8%

4.000%

4.250%

3.950%

5.250%

2026/03/30

1.0%

1.0%2027/08/15

2029/06/01

2027/07/31

組入銘柄数 286 3.1年平均デュレーション

平均最終利回り

6.6 %

ビストラ・オペレーションズ

格付け

BBB-

BB-

BB

BB-

銘柄

カーニバル

CCOホールディングス／キャピタル

ベンチャー・グローバルLNG

CQP/BIP-V Chinook

テネット・ヘルスヘア

マーブ・ボンド

インターナショナル・ゲーム・テクノロジー

エナジアン・イスラエル・ファイナンス

5.375%

レジャー

米ドル建公社債 94.3%

5.7% 平均直接利回り現金・その他

平均クーポン

7.0 %

6.9 %

資産別組⼊状況
資産の種類 比率

作成基準日：　2025年5月30日

債券ポートフォリオの概要
平均格付け BB-

格付別組⼊状況組⼊上位10業種
業種

エネルギー 17.5%

比率

7.3%

4.4%

組⼊上位10銘柄

6.9%

7.2%

資本財

公益事業

11.5%金融

メディア

レジャー

5.1%

ヘルスケア

テクノロジー/エレクトロニクス 6.1%

8.7%

素材

4.8%

業種

消費財

DIRECTV FIN LLC/COINC

利率

ヘルスケア

通信

償還日

レジャー

メディア

エネルギー

エネルギー

BB

BB-

BB+

2028/08/01

2029/06/01

公益事業

2029/01/15

BB-

エネルギー

2031/01/29

メディア

2031/06/15

2029/02/01

BB+ 5.000%

BB+

※「資産別組入状況」の比率は、純資産総額を100％として計算しています。 米ドル建公社債の比率は経過利子相当分を含んでいます。
※「組入上位10業種」、「格付別組入状況」および「組入上位10銘柄」の比率は、組入債券評価額の合計を100％として計算しています。
※「債券ポートフォリオの概要」の平均格付けは、S&Pおよびムーディーズの格付けをもとに、イーストスプリング・インベストメンツが独自の基準に基づき加重平均して

計算したものであり、イーストスプリング米国高利回り社債オープンおよびマザーファンドの投資信託受益証券にかかる信用格付けではありません。
※業種は、ICE BofAの業種区分に準じて表示しています（一部イーストスプリング・インベストメンツの判断に基づく分類を採用）。
※格付けは、S&Pおよびムーディーズの格付けをもとに、イーストスプリング・インベストメンツが独自の基準で採用したものです。
※銘柄名は、イーストスプリング・インベストメンツが翻訳したものであり、発行体の正式名称と異なる場合があります。

イーストスプリング

米国高利回り社債オープン

追加型投信／海外／債券

当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。
また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

BBB
0.8% BBB-

12.7%

BB+
15.6%

BB
15.7%BB-

23.0%

B+
9.8%

B
13.5%

B-
8.6%

CCC+
0.5%
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月次運用レポート（販売用資料）

 運⽤コメント

 ご参考①

作成基準日：　2025年5月30日

60

80

100

120

140

160

180

03年01月 07年01月 11年01月 15年01月 19年01月 23年01月

米ドルの対円レートの推移

※運用コメントは作成時点での投資環境や今後の見通しを示したものであり、将来の運用成果や市場動向を保証するものではありません。
また、将来の市場環境の変動等により、その内容が予告なく変更される場合があります。

※運用コメントは、マザーファンドの運用を担当するファンド・マネジャーのコメントをもとにイーストスプリング・インベストメンツが作成したものです。

イーストスプリング

米国高利回り社債オープン

追加型投信／海外／債券

当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。
また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※「米ドルの対円レートの推移」は、一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
※「米国高利回り社債と米国5年国債の利回りとスプレッド」は、Bloomberg L.P.のデータに基づきイーストスプリング・インベストメンツ作成。
※米国高利回り社債はICE BofA USハイ・イールド・マスターⅡ・インデックス*、米国5年国債はICE BofA USトレジャリー(5年)*。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

*ICEの指数データは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社（以下「ICE Data」）及び／またはその第三者サプライヤーの財産です。ICE Data及びその第三者サプライ
ヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。
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米国高利回り社債と米国5年国債の利回りとスプレッド

スプレッド

米国高利回り社債利回り

米国5年国債利回り

（％）

【市場概況】

５月、米国高利回り社債の利回りは低下（価格は上昇）しました。米国債利回りは米トランプ政権の減税案による財政悪化懸念や超

長期ゾーンを中心とした需給悪化を背景に上昇しました。米国高利回り社債の対国債スプレッドは、米中両政府が相手国に対する追

加関税を90日間停止する暫定案に合意したことから投資家心理が改善し、縮小しました。高利回り社債の発行額は330億ドルとなり、

前月の100億ドルから大きく増加しました。セクター別のパフォーマンスは運輸やエネルギー、メディアなどを筆頭に多くのセクターが上

昇しました。

為替市場では、前月末比で小幅に円安ドル高となりました。

【運用経過】

当ファンドの基準価額は前月末比で上昇しました。債券価格が上昇したことが主なプラス要因となりました。当月はレジャー会社やエ

ネルギー会社などが発行する債券の保有がプラス要因となりましたが、資本財会社や通信事業会社などが発行する債券の保有はマ

イナス要因となりました。

主な投資行動としては、相対的に割高と判断した銘柄を売却し、ファンダメンタルズが良好で割安な銘柄を組み入れました。

【今後の見通し】

米国の関税政策が市場の注目の的となり、金融市場のボラティリティが高まり、経済成長鈍化への懸念が強まっています。高利回り

社債市場は、信用格付けの改善や長期の過去平均より低いデフォルト率など、ファンダメンタルズは良好でした。社債価格のボラティ

リティが高まる局面では、バリュエーション面で魅力的なセクターや債券を見出す好機になると考えています。引き続き市場環境を注

視し、企業のクレジット分析を徹底して行ってまいります。

（円）
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月次運用レポート（販売用資料）

 ご参考②

国債および代表的な社債インデックスの利回り 国債および代表的な社債インデックスの騰落率

基準価額の変動の要因分析 単位：円

7.5%

為替レート
米ドル（対円）

利回り
米国高利回り社債

米国5年国債

米国高利回り社債

BB格

B格

CCC格以下

149.67 7.2%

149.52 7.7%

142.57 7.9%

150.74 7.2%

158.18 7.5%

154.43

7.9%

152.44 7.6%

7.2%

144.80 7.3%

142.73 7.0%

153.64 7.3%

7.8%

150.67 7.9%

151.41 7.8%

156.90 8.2%

156.74 8.0%

8.5%

149.58 8.9%

149.51 9.5%

147.07 8.5%

141.83 7.7%

8.6%

140.97 8.4%

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年

-0.8% 1.1%

17.1%

1.4% 0.0% 1.8% 8.1%

3.2%

3 -385 -20 -13

107 72 -20 -13

144.99

146.20

147.55

161.07

143.87

121 -207 -20 -14

-20

-20 -13

-63 -8 -20 -13

-26664

-48 611 -20 -13

-20

-13

-38 415 -20 -13

124 -469 -20 -13

-20

-13

93 -115 -20 -13

-44 297 -20 -13

-20

-13

104 233 -20 -14

21 309 -20 -12

-13

101 40 -20 -13

-79 -4 -20 -12

372 -122 -20 -12

252 -275 -20 -12

-206 -20 -12

債券
要因

73

272 -20 -12

-111 175 -20 -12

米国5年国債

米国高利回り社債

スプレッド

0.2%

変化幅

-0.4%

-0.6%

6.2%

9.3%

1.1% 2.5% 8.2%

2.5%

1.7% 0.6% 2.2%

1.5%

23/07/31

23/08/31

7,446

7.5%

3.7%

2.0%

-419

-161

168

-9

132

72

0

71

為替
要因

分配金
要因

15

-0.3%

その他
要因

267 -20 -12

112

8,416

5月末

3.6%

7,655

23/10/31

7,320

23/09/29 7,607

255

7.9%

4.0%

4月末

24/02/29

23/12/29

24/01/31

32

-115

218

-55

4.2%

作成基準日：　2025年5月30日

8,019

8,392

8,525

8,288

8,747

7,873

8,627

8,403

24/06/28

24/07/31

8,748

7,995

8,370

8,050

25/05/30

25/02/28

25/03/31

24/08/30

24/09/30

24/10/31

24/11/29

25/01/31

25/04/30

24/12/30

-120

-235

-104

-415

146

-378

-320

-55

530

-122

298

直近2年分 基準価額 前月末比

308

-126

23/06/30

7,575

344

135

108

220

29

303

24/05/31 8,445

24/04/30

23/11/30 7,710

7,492

24/03/29

7,953

8,088

8,196

※基準価額は、信託報酬控除後の数値です。
※その他要因には債券要因および為替要因以外の信託報酬等のコストが含まれます。
※為替レートは、一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートです。
※米国高利回り社債の利回りはICE BofA USハイ・イールド・マスターⅡ・インデックス*の最終利回りを使用しています。（*は3ページをご覧ください。）
※「基準価額の変動の要因分析」は、一定の条件の下で、イーストスプリング・インベストメンツが簡易的に行った試算に基づくものです。

イーストスプリング

米国高利回り社債オープン

追加型投信／海外／債券

当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。
また、それぞれの詳細につきましては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※米国高利回り社債はICE BofA USハイ・イールド・マスターⅡ・インデックス*、米国5年国債はICE BofA USトレジャリー(5年)*

（*は3ページをご覧ください。）
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ファンドの特⾊

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社について
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

運⽤プロセス全体にわたってリスク管理を徹底し、投資リスクの低減を図ります。
PPMAでは、ボトムアップによる個別銘柄の分析に加え、トップダウンによる政治経済情勢等のマクロ分析や定量的なポー
トフォリオ分析を組合せることにより、リスク管理を徹底します。
ポートフォリオの構築に当たっては、業種および個別銘柄の分散により、リスクの低減を図ります。
組入後、S&PまたはムーディーズのいずれかによりB－相当未満に格下げとなった債券を継続保有することは可能としま
す。ただし、保有する債券がS&PおよびムーディーズのいずれからもB－相当未満に格下げとなった場合には、原則として
3ヵ月以内に当該債券を売却します。

原則として、為替ヘッジを⾏いません。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受け
ることになります。

毎⽉10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、収益分配を⾏います。
原則として、毎決算時に、利子・配当等収益を中心に分配を行います。
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、利子・配当等収益に加え、売買益（評価益を含みます。）等からも収
益分配を行う場合があります。

分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

⽶国の⾼利回り社債を実質的な主要投資対象とし、⾼い⾦利収⼊の確保とともに証券の値上
り益の獲得を⽬指した運⽤を⾏います。

原則として投資時において、S&Pまたはムーディーズのいずれかにより、B－※相当以上の格付けを得ている米ドル建ての
高利回り社債を中心に投資を行います。※S&Pにおける「B－」、またはムーディーズにおける「B3」。以下同じ｡

マザーファンドの運⽤は、ピーピーエム アメリカ インク（PPMA）が⾏います。
債券運用のスペシャリストとして安定運用を基本とするPPMAに、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
ただし、国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
格付機関や外部のアナリストの評価に依存せず、クレジット・アナリスト・チームが徹底した個別銘柄の調査・分析を行いま
す。ポートフォリオ・マネジャーは、企業評価に加えて業種および個別銘柄の分散に配慮した銘柄選択およびポートフォリオ
構築を行います。

・ 当ファンドは、ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」への投資を通じて、主として米国
の高利回り社債に投資します。

・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまはベビーファンドに投資し、ベビーファンドはその資金を主としてマザーファンドに投資して、その
実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

イーストスプリング米国高利回り社債オープン 追加型投信／海外／債券

1

2

3

4

5

米国における提携運用機関で､当
ファンドのマザーファンドの運用の委
託先です。

米国シカゴに本拠地を置き､運用資
産額は約766億米ドルにおよびます
（2024年9月末現在）。

運用業務に特化しており､安定性が
重視される生命保険や年金等の運
用に高い実績を持ち､特に債券関連
の運用に定評があります。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は、1999年の設立
以来、日本の投資家のみなさまに資産運用サービスを提供して
います。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社は、
アジア・アフリカ地域を中心に業務を展開しています。

最終親会社グループはいち早くアジアの成長性に着目し、2025年
1月末現在、アジアでは16の国や地域で生命保険および資産運
用を中心に金融サービスを提供しています。

175年以上の歴史を有する
英国の⾦融サービスグループの⼀員です。

ファンドの仕組み

イーストスプリング

米国高利回り社債オープン

マザーファンド

米国の

高利回り社債等

イーストスプリング

米国高利回り社債オープン
投資者

(受益者)

＜ベビーファンド＞

申込金

収益分配金
換金代金

償還金

投資

損益

投資

損益

＜マザーファンド＞

PPMアメリカ
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（注）
税金」をご参照ください。
普通分配金に対する課税については、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・
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投資リスク

基準価額の変動要因

＜基準価額の変動要因となる主なリスク＞

（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドは、値動きのある有価証券を実質的な主要投資対象とするため、当ファンドの基準価額は

投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますので、

為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準

価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、す

べて投資者のみなさまに帰属します。

為替変動リスク
当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので、為替
レートの変動の影響を受けます。為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因とな
ります。

信⽤リスク
債券の価格は、発行者の経営・財務状況によっても変動します。特に発行者に債務不履行やその可能
性が生じた場合には、債券の価格は大きく下落する可能性があり、基準価額の下落要因となります。

⾦利変動リスク
一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落するため、基準価額の下落要因となります。当ファ
ンドは主に債券に実質的に投資を行いますので、金利変動による債券価格の変動の影響を受けます。

流動性リスク
組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合､当該有価証券を
希望する時期や価格で売却できないことがあり､基準価額の下落要因となる場合があります。

●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありま
せん。

●大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が
急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク
や取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申
込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

●当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を
運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動
要因となることがあります。

●金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（流動性の極端な減少等）
があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付けを取消す
ことがあります。

●分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて
支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあり
ません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下
落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質
的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上りが小さかった場合も同様です。

イーストスプリング米国高利回り社債オープン 追加型投信／海外／債券
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お申込メモ

販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。

お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

お申込みの販売会社の定める日までにお支払いください。

販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。

換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。

換金の受付日から起算して原則として5営業日目からお支払いします。

営業日が以下の日のいずれかにあたる場合は購入・換金のお申込みはできません。
①ニューヨーク証券取引所の休場日　②ニューヨークの銀行休業日

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

行うことがあります。
無期限（2003年1月30日設定）

以下のいずれかにあたる場合には、受託会社と合意のうえ、繰上償還を行うことがあります。

①受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合
②受益者のため有利であると認める場合 ③やむを得ない事情が発生した場合

毎月10日（休業日の場合は翌営業日）

分配を行わないこともあります。

5,000億円

日本経済新聞に掲載します。

※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

換 金 代 金

購 入 単 位

購 入 価 額

購 入 代 金

換 金 単 位

換 金 価 額

の中止及び取消し

繰 上 償 還

信 託 期 間

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換
金のお申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を

受 付 不 可 日
申 込 締 切 時 間

換 金 制 限

課 税 関 係

決 算 日

収 益 分 配 原則として毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益

信 託 金 の限 度額

公 告

運 用 報 告 書

また、受益者と販売会社との契約によっては、税金を差引いた後、無手数料で収益分配金の再投資が可能です。

購入・換金申込受付

イーストスプリング米国高利回り社債オープン 追加型投信／海外／債券

購 入 ・ 換 金 申 込

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象とな
ります。なお、当ファンドはNISAの適用対象ではありません。
益金不算入制度および配当控除の適用はありません。

委託会社は、年2回（1月および7月）の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れてい
る受益者に交付します。

原則として午後3時30分までに、購入・換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の
申込受付分とします。
なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細はお申込みの販売会社にお問い合わせください。
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ファンドの費⽤

投資者が直接的に負担する費用

3.85％（税抜3.5％）を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗
じて得た額とします。 

換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

純資産総額に対して年率1.815％（税抜1.65％）

＜運用管理費用（信託報酬）の配分＞

※委託会社の報酬にはマザーファンドの運用の委託先への報酬が含まれます。
※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社およびファンドの関係法⼈ 委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです。

イーストスプリング･インベストメンツ株式会社

当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います。
みずほ信託銀行株式会社
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理業務等を行います。
販売会社に関しては、次ページをご覧ください。
販売会社は、当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、換金に関する事務、収益分配金・換金代金・償還金の
支払いに関する事務等を行います。

※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

購 入 時 手 数 料

信 託 財 産留 保額

運 用 管 理 費 用

( 信 託 報 酬 )

各販売会社の取扱い純資産残高のうち

委託会社
年率0.935％

（税抜0.850％）
年率0.9075％
（税抜0.825％）

年率0.880％
（税抜0.800％）

年率0.8525％
（税抜0.775％）

年率0.110％
（税抜0.100％）

年率0.825％
（税抜0.750％）

販売会社
年率0.770％

（税抜0.700％）
年率0.7975％
（税抜0.725％）

年率0.825％
（税抜0.750％）

年率0.8525％
（税抜0.775％）

年率0.880％
（税抜0.800％）

受託会社
年率0.110％

（税抜0.100％）
年率0.110％

（税抜0.100％）
年率0.110％

（税抜0.100％）
年率0.110％

（税抜0.100％）
そ の 他 の 費 用 ･
手 数 料

委 託 会 社

受 託 会 社

販 売 会 社

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第379号 加入協会一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

イーストスプリング米国高利回り社債オープン 追加型投信／海外／債券

250億円以下の部分
250億円超

500億円以下の部分
500億円超

750億円以下の部分
750億円超

1,000億円以下の部分
1,000億円超の部分

信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用等）は、純資産総額に対して年率0.10％を上限とする額が毎日計上さ
れ、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは1月および7月の計算期末または信託終了時に支払われま
す。また、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関す
る租税等についても信託財産から支払われます。
「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。

計算期間を通じて毎日費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは毎計算期末または
信託終了時に支払われます。
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金融商品取引業者等

金
融
商
品
取
引
業
者

登
録
金
融
機
関

登録番号
日本証券業

協会

一般社団法人
日本

投資顧問業
協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種

金融商品
取引業協会

池田泉州TT証券株式会社 ○ 近畿財務局長（金商）第370号 ○
岩井コスモ証券株式会社 ○ 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○ ○
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○
株式会社SBI証券 ○ 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○
岡三にいがた証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第169号 ○
静銀ティーエム証券株式会社 ○ 東海財務局長（金商）第10号 ○
十六TT証券株式会社 ○ 東海財務局長（金商）第188号 ○
株式会社証券ジャパン　(新規販売停止) ○ 関東財務局長（金商）第170号 ○ ○
中銀証券株式会社 ○ 中国財務局長（金商）第6号 ○
東海東京証券株式会社 ○ 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○
内藤証券株式会社 ○ 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○
西日本シティＴＴ証券株式会社 ○ 福岡財務支局長（金商）第75号 ○
日産証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○ ○
野村證券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○
浜銀TT証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第1977号 ○
播陽証券株式会社 ○ 近畿財務局長（金商）第29号 ○
ほくほくTT証券株式会社 ○ 北陸財務局長（金商）第24号 ○
松井証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○
マネックス証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○
三菱UFJ eスマート証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○
水戸証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○
むさし証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
(新規販売停止)

○ 関東財務局長（金商）第3233号 ○ ○ ○

楽天証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○
ワイエム証券株式会社 ○ 中国財務局長（金商）第8号 ○
株式会社足利銀行　(新規販売停止) ○ 関東財務局長（登金）第43号 ○ ○
株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社）

○ 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社池田泉州銀行 ○ 近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○
株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者
株式会社SBI証券）

○ 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社）

○ 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

ソニー銀行株式会社 ○ 関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○
株式会社東京スター銀行　(新規販売停止) ○ 関東財務局長（登金）第579号 ○ ○
PayPay銀行株式会社 ○ 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○
みずほ信託銀行株式会社　(新規販売停止) ○ 関東財務局長（登金）第34号 ○ ○ ○

ご留意事項

 販売会社⼀覧 投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求、お申込先

イーストスプリング米国高利回り社債オープン 追加型投信／海外／債券

○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成し
た販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ず
しもその正確性、完全性を保証するものではありません。○当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、
将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。○当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成
したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。○投資信託は、預貯
金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、
投資者保護基金の補償対象ではありません。○ご購入の際は、あらかじめ販売会社がお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）、契約締
結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を必ずご確認のうえ、投資のご判断はご自身でなさいますようお願いいたします。

※上記は当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています。また、金融商品仲介業者を含むことがあります。

照会先：
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
TEL.03-5224-3400
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
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